
○苅田町立小学校小規模特認校の取扱いに関する規程 

平成28年3月25日 

教育委員会告示第5号 

(趣旨) 

第1条 この告示は，通学区域外の児童を受け入れる特定の小規模校(以

下「小規模特認校」という。)での教育を受けることを希望する保護者

に対し，学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」と

いう。)第8条の規定に基づき，就学すべき小学校の指定を変更する取

扱いに関し，必要な事項を定めるものとする。 

(小規模特認校) 

第2条 小規模特認校は，苅田町立片島小学校とする。 

(入学又は転入学できる児童の数) 

第3条 小規模特認校へ入学又は転入学できる児童の人数は，苅田町教育

委員会(以下「教育委員会」という。)が小規模特認校に在籍する児童

の数を勘案し，当該校長と協議して決定するものとする。 

(入学又は転入学の時期及び期間) 

第4条 小規模特認校に入学又は転入学する時期は，毎年4月1日を原則と

する。ただし，教育委員会が認める場合は，この限りでない。 

2 小規模特認校への就学期間は，小学校卒業までとする。 

3 児童又は保護者の事情により小規模特認校での就学が困難になった

場合は，教育委員会は施行令第5条第2項の規定により就学すべき小学

校を指定するものとする。 

(入学又は転入学の申請) 

第5条 小規模特認校へ入学又は転入学を希望する児童の保護者(以下

「保護者」という。)は，小規模特認校入学(転入学)申請書(様式第1

号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。 

(入学又は転入学の条件) 

第6条 児童及び保護者は，次の事項を遵守するものとする。 

(1) 通学しようとする小規模特認校の教育活動及びPTA活動などにつ

いて理解し，協力できること。 

(2) 通学に当たっては，保護者の負担と責任において行うこと。 



(3) その他，教育委員会及び小規模特認校の指示に従うこと。 

(審査及び結果通知) 

第7条 教育委員会は，申請書を受け付けたときは，小規模特認校校長と

協議のうえ，速やかに書類内容を審査する。 

2 教育委員会は，審査結果について，保護者に小規模特認校入学(転入

学)許可書(様式第2号)又は却下通知書(様式第3号)をもって通知する

ものとする。 

(委任) 

第8条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，教育委員会が別に

定める。 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 


